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「Ｃネット通信・№91」（2026/3/6） 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◆◆改善事例 ＲＩＺＡＰ株式会社（チョコザップ）に対する申入れ（２） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
～フィットネスジムの退会に関する条項の是正～ 

■退会について 

 消費者が、利用していたフィットネスジム等を退会する際、未払料金が残っている場合

があり得ます。 

 未払料金が残っている場合でも、退会そのものを制限する理由とはならず、その後さら

なる利用料金が発生するのは不当です。 

 

■RIZAP 株式会社の運営する「chocoZAP」における利用規約 

 RIZAP 株式会社の運営する「chocoZAP」における利用規約のうち、退会に関する条項に

おいては、退会できない場合として「利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合 

（未払いが解消されるまで退会不可）」と定められ、会員に未払料金がある場合、退会で

きないものとされていました。 

 この点、消費者契約法１０条は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に

比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民

法１条２項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とす

ると規定しています。 

 同社が会員との間で行う施設利用契約は、民法上の準委任契約（民法６５６条）にあた

ると解されるところ、準委任契約においては各当事者がいつでもその解除をすることがで

きるものと定められており（民法６５１条１項）、未払債務が存在する場合であっても、

その支払いは解除をするための要件として定められていません。 

 しかし、本条項においては、会員の退会、すなわち会員が同社との契約を解約するため

の要件として、会員による専用アプリにおける解約の意思表示に加えて、会員が同社に対

して未払料金を支払うことを要求しています。このような条項は、民法６５１条１項の適

用による場合に比して会員の権利を制限ないし会員の義務を加重する条項です。 

そして、未払料金の支払いが完了していない限り解約ができず、月額会費の支払義務が発

生し続けるものとすることには合理的な理由がなく、民法１条２項に規定する基本原則に

反して消費者の利益を一方的に害するものといえます。 

 したがって、本条項は消費者契約法１０条によって無効であると考えられます。 

 また、消費者契約法９条１項２号は、消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を消費者

が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条

項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日から支払日までの期間について、そ

の日数に応じ、未払金額に年１４．６％の割合を乗じて計算した額を超える場合に、当該



超過部分を無効としています。 

 本条項によれば、会員に未払料金が存在する場合に、たとえ会員が解約の意思表示をし

たとしても、当該未払料金を支払わない限り月額会費が発生し続けることになります。こ

れは、実質的には料金未払に対する損害賠償の予定ないし違約金を定めるものであり、未

払金額によってはその金額に年１４．６％を乗じた金額を超えることとなります。 

そのため、本条項は、消費者契約法９条１項２号によっても無効であると考えられま

す。 

 そこで、本条項を削除するよう、申入れを行いました。 

 

■申入れの結果 

 同社には、当法人の申入れの趣旨をご理解いただき、退会に関する条項について以下の

通り未払料金があっても退会ができるよう改定をしていただけました。 

会員は、専用アプリにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。なお、

退会手続の時点で当該会員に利用料等の未払いが認められるときは、会員は、退会手続完

了後も当該未払いの支払義務を免れるものでないものとする。 

 

 利用していたフィットネスジム等を退会しようとした際、合理的理由なく拒否された場

合は、お近くの消費生活センターなどで一度相談をしてみてください。 

 

■詳しくはＣネット東海のホームページをご覧ください。 
https://cnt.or.jp/topics/post-7850.html 

************************************************************************* 

＜会員加入のご案内＞ 

消費者被害防止ネットワーク東海(略称:C ネット)は、団体と個人の会費と寄附金に 

より運営される認定 NPO 法人です。消費者被害を未然に防止、拡大を防止し、消費 

者主権が確立された社会を築くために C ネット東海の会員となり、活動への参加や 

継続的なご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

●オンラインで加入申し込みをしていただけるようになりました。 

詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ https://cnt.or.jp/newmember.html 

 

＜寄附のご案内＞ 

消費者被害防止ネットワーク東海(略称：Ｃネット)は、これまで消費者への相談活 
動や、不当な約款や勧誘行為などの是正を事業者に求める活動に取組み、成果を出 
してきました。より一層東海エリアのみなさまが安心して暮らせるよう消費問題に 
取り組むべく今後の目標として 2015 年に制定された【特定適格消費者団体の認定】 
を目指しています。【特定適格消費者団体の認定】には財政基盤の確立が必要不可欠 



です。今後も東海のエリアにおいて差止め請求訴訟を提起するなどして、消費者被 
害を未然に防ぎ、拡大を防止する活動を続けていくため、皆様のご支援を賜ります 
ようお願い申し上げます。 
 
●オンラインで寄附のお申込みをしていただけるようになりました。 

詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ https://cnt.or.jp/donation.html 
 
************************************************************************* 
【Ｃネットからのお願いとお断り】 

※ホームページやこのメルマガ通信で、紹介・告知したい記事・イベント等があり 
ましたら、ご投稿をお待ちしています。 
※このメルマガの転送も大歓迎です。また、知人や職場の同僚に、Ｃネットから直 
送付を希望されるときはお知らせ下さい。(氏名・アドレス・所属) 
※このメルマガ通信は事業者への申入れが終了し、改善報告をホームページに掲載 
した際に発行いたします。不定期発行ですのでご了承ください。 
 
★この「Ｃネット通信」の【配信停止・変更】をご希望の方は、恐縮ですが、【配信 
停止・変更】と記載の上、cnet-tokai@cnt.or.jp へご返信ください。 
⇒次回からの配信停止・変更をさせていただきます。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◇Ｃネットは、主に愛知・岐阜・三重で活動する適格消費者団体です 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
消費者庁が、昨年 4 月 1 日に「COCoLiS（消費者団体訴訟制度）ポータルサイト」 
を公開しました。消費者と（特定）適格消費者団体をつなぐことを目的にしていま 
す。全国の（特定）適格消費者団体の活動が紹介されています。 
COCoLiS ⇒ https://cocolis.caa.go.jp/ 


